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１

 農業生産に必要不可欠な肥料については、その原料の多くを海
外に依存していることから、国際市況や原料産出国の輸出に係る
動向の影響を強く受け易い状況となっている。

 こうした中、農業生産を持続可能なものにするためには、堆肥
や下水など肥料成分を含有する国内資源の肥料利用を拡大し、輸
入原料に過度に依存した肥料利用からの転換を進めていく必要が
ある。

 このため、国内資源の肥料利用の拡大に向け、関係団体・関係
事業者の取組方針等を共有するほか、関係事業者間のマッチング
等を進めることなどにより、原料供給から肥料製造、肥料利用ま
で連携した取組を各地で創出していくことを支援する。

１

趣 旨



２

協議会の役割・主な活動内容

１Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

広域的な連携の取組の
サポート

生産現場での利用拡大
に向けた取組を推進

先進事例の横展開・
関連情報の提供

 事業者間のマッチング機会（国内資源利用体制の構築）
の場を提供し、新たな連携づくりをサポートします。

 農水省HPにおいて、関連施策情報のほか、会員からの情報
を随時受け付け、多様な関係者による取組に関する情報や
知見をタイムリーに発信します。

２

 先行事例等を基に、国内資源由来肥料の導入メリットや、
生産現場での導入に当たって留意すべき事項等をとりま
とめ、生産現場における国内資源の肥料利用の拡大に
向けた取組を推進します。



３

協議会の体制

【事務局⾧】農林水産省 大臣官房 生産振興審議官
（農産局技術普及課（農産局農業環境対策課・畜産局畜産振興課））

会 員
 国内肥料原料供給者、肥料製造事業者、肥料利用者、関係団体、研究機関、
地方公共団体であって、協議会の設立趣旨に賛同する者を広く募集。
（登録制（随時））

 会員の中から選出する幹事を構成員とする幹事会を設置し、協議会の
具体の活動内容等を検討。

専門部会  専門的事項を検討。
 構成員は、幹事会が指名。

幹事会

３

（一社）全国農業協同組合中央会、全国農業協同組合連合会、
（一社）日本有機資源協会、（公社）中央畜産会、 （一財）畜産環境整備機構、
（公社）日本下水道協会、（一社）全国肥料商連合会、 （公社）日本農業法人協会

幹事（案）

（必要に応じて設置）



４

国内肥料資源の利用拡大に向けた全国推進協議会 設置要領 （令和５年２月10日）

１ 名称
国内肥料資源の利用拡大に向けた全国推進協議会（以下「協議会」）という。

２ 趣旨
農業に必要不可欠な肥料については、その原料の多くを海外に依存していることか
ら、国際市況や原料産出国の輸出に係る動向の影響を強く受け易い状況となっている。
こうした中、農業生産を持続可能なものにするためには、堆肥や下水など肥料成分
を含有する国内資源の肥料利用を拡大し、輸入原料に過度に依存した肥料利用からの
転換を進めていく必要がある。
このため、国内資源の肥料利用の拡大に向け、関係団体・関係事業者の取組方針等
を共有するほか、関係事業者間のマッチング等を進めることなどにより、原料供給か
ら肥料製造、肥料利用まで連携した取組を各地で創出していくことを支援する。

３ 活動内容
協議会は、次の活動を行う。
① 国内肥料資源の供給・利用状況の把握、共有、協議会内外への発信
② 国内肥料資源の利用に係る普及啓発及び広報
③ 会員間の連携した取組の形成
④ その他

４ 会員
（１）会員

国内肥料原料供給者、肥料製造事業者、肥料利用者、関係団体、研究機関、地方公共団体、
関係府省庁であって、以下の各号に該当する者であること。
① ２に定める趣旨に賛同し、３の活動に協力すること。
② 会員相互で提供情報を共有することに同意していること。
③ 反社会的勢力に該当しないこと、及び反社会的勢力と関わりを持たないこと。

（２）入退会
① 入会をしようとする者は、入会届を提出し、事務局に受理されること。
② 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会とする。
・ 事務局に退会届の提出があったとき。
・ 所在不明となり、事務局から連絡がとれないとき。
・ 会員であることが著しく不適当であると事務局が判断したとき。

５ 協議会の運営
（１）協議会の下に、幹事会を設置する。幹事会の構成員は、必要に応じて追加等の変更を行う

ことができるものとする。また、専門的事項について検討を行うため、必要に応じ、専門部
会を設置する。専門部会の構成員は、幹事会が指名する者とする。

（２）この設置要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、幹事会で決定する。
（３）協議会に係る運営事務は、農林水産省農産局農業環境対策課及び畜産局畜産振興課の協力

を得て、農林水産省農産局技術普及課が行うこととし、事務局⾧は、農林水産省大臣官房生
産振興審議官とする。

（４）事務局は、設置要領を変更した時は、速やかに会員に周知する。
（５）協議会の活動に係る会員への謝金及び交通費は支給しない。



５

当面の取組方針（案）

２月  協議会設置・第１回会合

 幹事会会合
－ 具体的な取組内容の検討

４

 原料供給者、肥料製造者、肥料利用
者間のマッチング機会（国内資源利
用体制の構築）の場の提供
（複数地域で開催予定）

－ 関係団体・事業者の取組紹介
 第２回会合

 幹事会会合年度内

３月

年内

－ Ｒ６年度の具体的な取組内容の検討

－ 今後の取組内容の意見交換

■ 関連施策・関係者に
よる取組等の情報発信
（随時）

■ 先行事例など生産現
場向け資料の検討・
とりまとめ（～年内）

（順次）



６

第１回全国推進協議会について

日 時:令和５年２月22日（水）14:00～15:00

方 法:WEB方式

次 第:

② 全国推進協議会の設立について

－ 国内資源の肥料利用の拡大に向けた取組【農林水産省、全農】

意見交換

① 挨拶【農林水産大臣】

③ 話題提供

－ 取組事例
【JA鹿児島県経済連、宮崎県、神戸市、朝日アグリア】

５


